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１ 策定の趣旨

教育振興大綱（以下「大綱」という。）は、教育行政の総合的な施策について、そ

の目標や施策の方向性を定めるものであり、近年の社会情勢の変化や教育を取り巻

く社会の動向等を考慮しながら、本市の目指すべき教育の将来像を示すものです。

本市は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、本市の実情に応

じた教育、学術及び文化の振興に関連する施策の総合的かつ効果的な推進を図るた

め、第１期渋川市教育振興大綱（対象期間：平成２７年度～平成２９年度）を平成

２７年１２月に、第２期渋川市教育振興大綱（対象期間：平成３０年度～令和４年

度）を平成３０年２月に策定しました。

「第２期渋川市大綱」の計画期間が令和４年度末で終了することから、令和５年

度から令和１０年度までの６年間を計画期間とする「第３期渋川市大綱」を策定し、

「教育都市渋川」を目指して、歩みを進めます。

２ 大綱の期間

令和５年度（２０２３年度）から令和１０年度（２０２８年度）までの６年間

３ 大綱の位置付け

大綱は、教育基本法に基づき策定される国の第３期教育振興基本計画の基本的な

方針を参酌するとともに、第２次渋川市総合計画との整合性を保ちながら、本市が

目指す教育の実現を図ります。

教育振興基本計画【国】

群馬県教育振興基本計画【県】

渋川市教育振興大綱【市】

渋川市総合計画

渋川市民憲章

渋川市教育行政方針 【分野別計画】
渋川市生涯学習推進計画

渋川市スポーツ推進計画など

群馬県教育大綱【県】

整
合
性

整
合
性

整
合
性

渋川市
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４ 基本理念

「誰一人取り残さない」を理念とした国際目標であるＳＤＧｓ※１を踏まえ、子

どもから大人まで全ての世代の学びを生涯にわたり保証し、総合的に教育水準を高

めていきます。

学ぶ楽しさや喜びを味わうことで、より主体的に学び続けることができ、人と関

わりながら学びを分かち合うことによって、より深い学びができます。渋川市の目

指す共生社会実現のまちづくりのためにも「学び合い、励まし合い、ともに生きる」

を基本理念として、「教育都市渋川」への歩みを進めます。

※１ ＳＤＧｓ・・・Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称です。

２０１５年９月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟１９３か

国が２０１６年から２０３０年の１５年間で達成するために掲げた目標

です。

５ 基本方針

「基本理念」を念頭に「教育都市渋川」に向けての６つの方針

（１） 家族を大切にし、ふるさと渋川を愛する心の育成

（２） 互いを尊重し、思いやりの心を持った豊かな人間性の育成

（３） 夢と志を持ち、時代の変化に対応する力の育成

（４） 心と体を鍛え、明るく健康的な生活の推進

（５） 生涯にわたる学びと地域文化の振興

（６） 子どもたちが生き生きと健やかに育つまちづくりの推進

学び合い、励まし合い、ともに生きる

学び合い

励まし合い

ともに生きる

学んだことを伝え合い、深め、高められるよう仲間

との学び合いを大切にします。

仲間と励まし合い、生き生きと学ぶ心豊かな生活

を目指します。

全ての人が互いの学びや人権を大切にし、互いに

支え合う社会を目指します。
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６ 基本方針の取組

■ 家族を愛する心を育む

家族のきずなを結ぶ家庭教育は、教育の基本とも言えます。「家族の和を大切

に思いやりの心を広げます」と規定した「渋川市民憲章」の精神を尊重し、家

族を愛する心を育みます。

■ ふるさと渋川を愛する人を育てる

地域行事への積極的な参加を促し、伝統文化に触れつつ、先人から託された

地域文化の継承、育成を通じて、ふるさと渋川への郷土愛を高める機会をつく

ります。

また、渋川の良さを知り、渋川を誇りに思う心を育てるふるさと学習を推進

します。

■ 渋川の魅力向上への支援

本市の魅力を実感できる体験、学習機会の充実により、ふるさと渋川の魅力

づくりを推進する活動を支援します。

■ 互いに認め合い、自他を大切にする心を育む

互いを大切にし、認め合い、人と関わる楽しさが高まる取組を推進し、併せ

て、他者の痛みがわかる思いやりと優しい心を育みます。

また、グローバル化の進展により、多文化共生社会の実現が求められていま

す。多文化共生の意識を深め、日本人も外国人も住み良い地域を目指します。

さらに、あいさつを通じ、人種・世代・性別を超え、誰とでも仲良くなるこ

とで、地域の輪を広げ、互いを認め合い尊重し合うまちづくりを推進します。

■ 協働性、社会性などの豊かな人間性の育成

多様な人の考え方を尊重し、その上で、自分の考えをしっかりと主張し、議

論した上で、物事を進めることは、子どもたちが社会に出てからも必要なこと

の一つです。体験活動、ボランティア活動などを通して、協働性、社会性など

の豊かな人間性の育成を図ります。

（１） 家族を大切にし、ふるさと渋川を愛する心の育成

（２） 互いを尊重し、思いやりの心を持った豊かな人間性の育成
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■ 平和学習の推進

平和の大切さを改めて実感する機運が高まっています。平和に向けて大切な

ことは、互いを尊重し、他者を思いやる心です。本市が進めてきた平和への学

びを大切にし、平和への思いを強くする取組を継続します。

■ 自ら目標を定め、自立していく力の育成

夢と志を持ち、それに向かって目標を定め、着実に歩みを進められるよう、

自己実現を図る力を身に付け、困難に負けず、自らの将来を力強く切り拓くた

くましい人を育てます。

■ 新たな価値を創造していく力の育成

新型コロナウイルス感染症などをきっかけにして、社会や生活様式が大きく

変わり、状況が絶えず変化する予測困難な時代に直面しています。時代の変化

に適切に対応し、新たな価値を自ら創造していく力を育てます。

■ 新しい時代を切り拓く力の発揮を支援

積極的に自己研さんを重ねている人や、既に活動の場を広げている人が更に

活躍し、社会に貢献するための「学び」の活動を支援するとともに、活動の成

果を市へ還元できる仕組みづくりを進めます。

■ 子どもから大人まで全ての世代で人に優しいデジタル化の推進

進化を続けるデジタル技術の動向を踏まえ、デジタルデバイド※２対策を進

めるなど、誰一人取り残さないきめ細かな支援を行い、全ての人々の可能性を

高めるＩＣＴ※３環境の実現を進めます。

※２ デジタルデバイド・・・インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と

利用できない者との間に生じる格差

※３ ＩＣＴ・・・Information and Communication Technology（情報通信技術）の略称です。

情報通信技術を活用したコミュニケーションを指します。

（３） 夢と志を持ち、時代の変化に対応する力の育成
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■ 心豊かな生活を送るための取組の支援

心身の健康を保持増進するため、健康教育、食育指導を推進し、専門家など

との連携により、きめ細かな対応を行います。併せて、関係機関が連携して対

応できる体制の確立に努めます。

■ 健やかな体の育成

社会環境や生活様式の変化などにより、運動の機会の減少や生活習慣の乱れ

が生じてきており、子どもと高齢者の体力・運動能力は低下傾向にあります。

市民が気軽にスポーツに取り組むことのできる環境を整え、全ての人が体を動

かすことの楽しさを発見し、進んで体を動かす工夫、取組を進めます。

■ 生涯学習活動の推進

市民一人一人が生涯にわたり主体的に学習し、生きがいのある充実した生活

が送れるよう生涯学習環境の充実を推進し、誰もが学び続けられる社会を目指

します。

■ 伝統文化の継承

文化財の保護と活用を図るとともに、地域に伝わる伝統文化の継承を推進し

ます。また、芸術・文化に触れる機会を増やし、文化の薫り高いまちづくりを

推進します。

■ 地域全体で子どもを育てる環境の整備

学校と地域が連携、協働して、地域で行われる様々な活動を通して、ふるさ

と渋川を愛する人を育て、地域の将来を担う人材の育成及び子育て環境の整備

に努めます。

（４） 心と体を鍛え、明るく健康的な生活の推進

（５） 生涯にわたる学びと地域文化の振興

（６） 子どもたちが生き生きと健やかに育つまちづくりの推進
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■ 学校と地域が一体となって進めるコミュニティ・スクールの充実

コミュニティ・スクールは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に

取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有

効な仕組みです。

コミュニティ・スクールを実効性のあるものとするために、地域と学校をつ

なぐコーディネーターの役割を担う「地域学校協働活動推進員」を委嘱し、地

域と学校が相互にパートナーとして、連携・協働して様々な活動を行う「地域

学校協働活動」を充実させます。

７ 大綱の推進

大綱は、本市の実情に応じた教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策に

ついて、本市の教育が目指すものや施策の根本となる方針を定めるものです。

この大綱を踏まえ、教育委員会では毎年度、教育行政方針を策定、公表し、点検・

評価を行うことで、教育に関する各種施策、事業を推進していきます。市長部局で

は教育委員会との連携を深め、大綱に記載されている「基本理念」及び「基本方針」

に沿って、各事業を推進していきます。

【大綱策定に当たり留意した点】

１ 第３期教育振興基本計画【国】の参酌

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に基づき、国が定める「第

３期教育振興基本計画」の基本的な方針等を参酌し、策定しました。

なお、現在、国では「第４期教育振興基本計画」を策定していますが、令和４

年１２月１日現在で公表されている資料を参考にしました。

２ 第２次渋川市総合計画との整合性の確保

「第２次渋川市総合計画 後期基本計画」との整合性を図り、教育の基本的な

方向性を示すものとしました。

３ 第２期渋川市教育振興大綱（現大綱）の連続性、継続性の確保

本市が進めてきた教育を大切にし、過去からの連続性、継続性の確保に努めま

した。

４ 総合教育会議及び市民意見公募

総合教育会議における意見及び市民意見公募で出された意見を反映しました。


